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中村安全規制管理官

担当者 4 名 

担当者 6 名

　

　事業者から、実用炉規則第91条第2項の防護措置について説明を受けた。

　

１．件名：

４．出席者：

５．要旨：

令和 4 年 10 月 11 日 (火)

３．場所：

２．日時：

東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の防護措置に
係る事業者説明について

15 時 00 分 17 時 00 分 

原子力規制庁　２階会議室

原子力規制庁長官官房放射線防護グループ

核セキュリティ部門

東京電力ホールディングス株式会社




